
様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 4－1

経費項目 調蕊形讃･研修費･広聴広報費･鶏調靜瀧憤･会議費･資料h城費･資斜購入密事瀞漬 ･人件費

内 容 複合機リース料（7年4月～7年12月の9ケ月分）

年月 日 令和7年4月1日～令和7年12月31日 金 額 7,920円

目 的

使 途

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

リース料21,120円（契約期間7年1月1日～7年12月31日）

今回は 7年4月から12月までの9か月分を請求する

リース料21,120円×9／12カ月＝15,840円

0

案分し、15,840円×1／2＝7,920円を今回充当する

※領収書の原本は7年2月整理番号 器17添付

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

15,840円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

7,920円



4－1

様式第1－1号

支 出 証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 牙-17

経費項目 調劃職費倒修費卿紘報費婁諏隷鱸会議費資料傾鑪資辮入纒診事糊潰』 ･人件費

内 容 複合機リース料（令和7年1月～令和7年3月の3ケ月分）

年月 日 令和7年2月27日へ令和 年 月 日 金 額 2,640円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

リース料21,120円（尭約期間令和7年1月1日～令和7年12月31日）

今回は令和7年1月から3月までの3か月分を請求する

リース料21,120円×3／12カ月＝5,280円

◎

案分し、5,280円×1／2＝2,640円を今回充当する

（令和7年4月以降に残金15,840円の1／2の7,920円を充当する）
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案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

5,280円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,640円



4－1
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＊本明細を適格請求書の代替書類として保管下さい。
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四本康久事務所

函
2025年1月1日～2025年12月31日
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口座番号の下3桁は、お客様情報保護のため「*＊＊」と表示していますq:I:I~4j
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お支払い予定日が休祭日の堤合、

･1,1

引き落としは翌銀行営業日になります。
0

■継続・終了手続きに関するお問合せ先■｜
リコーリース株式会社

登録番号T7010601037788

カスタマー業務部一

東日本満了センター

TEL:050-1702-4224

■変更に関するお問合せ先■
西日本業務部

契約管理センター

TEL:06-4799-4400･
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 孕一Z

経費項目 錘査研や研修費

内 容 ごみ・環境ビジョン21年会費（令和 ブ 年度）

年月 日 巧年ﾇﾌ月測目～ 年 月 日 金 額 3,152円

会の趣旨．

目 的

｢ごみを作らない、出さない、燃やさない」を原点に、情報の収集や提供、啓発に関する

事業や、環境負荷の少ない資源循環型まちづくりに関する事業を行う

会の活動

内容等

．ごみや環境に関する情報資料の収集

．ごみや環境に関する情報誌の発行

．ごみや環境に関するセミナー等の開催

政務活動．

県政との

関連性

会の活動を通じて得られた情報や会からの意見などを県施策に反映させる

く領収書貼付枠＞
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,152円

案分率0）

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,152円



ごみ・環境ビジョン21会則

（名称）

第1条 本会は、ごみ・環境ビジョン21と称する。

（事務所）

第2条本会の事務所は、 こ置く。

（目的）

第3条当会は、「ごみを作らない、出さない、燃やさない」を原点に、情報の収集や提供、啓発に

関する事業や､環境負荷の少ない資源循環型まちづくりに関する事業を行い､持続可能な社会の実
プ

現に寄与することを目的とする。

（活動内容）

第4条当会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)ごみや環境に関する情報資料の収集

(2)ごみや環境に関する情報紙の発行

(3)ごみや環境に関するセミナー等の開催

(4)ごみや環境に関する調査、研究及びその発表

（5）その他当会の目的を達成するために必要な活動

（会員の資格）

第5条この会の会員は次の2種類とする。

（1）会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った個人・団体とする。

（2）賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った個人。団体とする。

（会議）

第6条当会の会議は、運営委員で構成された運営委員会とし、これを最高の意思決定機関とする。

(役員）

第7条 当会に、代表、副代表、事務局、会計、監査の役員を置く。役員は運営委員の互選により選

任する。

（事業年度）

第8条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附 則

この会則は、2017年4月1日から施行する。

当会の設立当初の運営委員は以下の通りとする。

■
■
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２
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ごみ・環境ビジョンユユヘ

通称 ごみかん

[
ここをクリックして検索ウインドウに表記されている

gomikanﾕ1.comの次にｷｰﾜｰﾄを入力してください。

岸しい催い方はこちaをクリックしてください。
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「いいね《や「フォローする《をクリックすると、

常に表示されるようになります。

更新ﾕ025年6月28日
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蕊蕊脅議瀧議嬢鱗灘

議灘議鰯鍵 ごみ・環境ビジョン2ユは市民からより良い社会を提案していきます

霧…
活動内容活動方針

↓旧ごみかんのHPはここをクリ

ックすると閲覧することが出来ま

す。

旧ごみかん

l.newごみつと．SUNの隔月発行
2.ごみ大学セミナーの年2回開催
3.生ごみリサイクル交流集会in多摩の年1回開催
4.ごみ処理施設など見学会の適時開催

1.ごみに関する情報を収集、発信する
2．「ごみから変える《の目標に向けて、具体的なア

クションを組み立てる

3.ごみ。環境に関わる団体、グループ、個人との交
流及び共同活動を行う

4.活動を展開するにあたっては、市民サイドのみで
なく、行政、事業者にも働きかける

ごみ・瑁墳ビジョン2ユ会

則

●ごみ・環境ビジョン21プロフィール

ごみ問題は、ものの生産から消費、廃棄に至るまでの、長い道のりがあり、
それぞれの段階で廃棄物の削減が求められていますb
私たちは東京多摩地域の最終処分場を巡って紛争となった1990年代に
ごみ問題の深刻さに気付き、1998年5月、ごみ・環境ビジョン21を設立しました。

持続可能な循環型社会を目指し、情報紙「ごみつと。SUN《の発行（年6回）
市民ごみ大学セミナーの開催（年2回)、生ごみリサイクル交流集会in多摩の開催（年1回）
、ホームページやフェイスブック、メールニュースでの情報発信、などの活動を行なっていますb

一 一一

会員募集！！
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ごみかん発行の情報紙を隔月お届けします。

最新情報満載のメールニュースを毎月末配信しますb
ごみかん開催のセミナー、交流会等の参加費が半額になりますb

ごみ・環境ビジョン21への入会方法

▽方法① ごみ・環境ビジョン21（担当：井上）まで
お電話、FAX、メールのいずれかで入会希望をお知らせ下さい。

直近のnewごみつと･SUNと郵便払込取扱票をお送りします。
＊ご住所、連絡先をお忘れなく。

方法②郵便局にある払込取扱票で年会費をお振込みください。
通信欄に「入会希望《とご記入ください。
直近のnewごみつと．SUNをお送りします。

口座記号番号00130-1-603521

口座吊称 ごみ・環境ビジョン21

会費①個人会員3000円/年
②団体会員6000円/年（ごみつと5部）
③賛助会員10,000円/年

ごみ・環境ビジョン21

TELO80-1131-6205井上
FAXO42-383-1668

★e-mailgomikan21@yahoo.co.jp
★ホームページhm星lZgQn1山墾旦L里Q皿



様式第1－2号

支 出 証 拠 書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

証昇菫茎葵”

逗謹ﾐﾐ|霊穎鰯H

篝鰐雲

三罫%里Z・子-0

錘番号 サーヴ

経費項目 ･研修費

内 容 /vPo玖人彰修↓ﾍ巨鎚の毒っヱ')犀会萱
年月 日 2ヶ年多月29日～ 年月日 金 額 " ｸ/つ 円

会の趣旨．

目 的
駒↓､q自塾擬浅彬毛鴎た")合鍵藤人工材｡)喝埼
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会の活動

内容等
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政務活動．

県政との

関連性
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特定非営利活動法人富士山自然の森づくり 定款

第1章 総 則

（名 称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人富士山自然の森づくりという。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県富士宮市に置く。

第2章目的及び事業

（目 的）

第3条この法人は、富士山等の自然環境保全を図るため、自然林、人工林の再生等に

関する事業を行い、生物多様性豊かな森林を造成し、地域及び広地域の環境保全

及び住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」

という｡）第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

（1）環境の保全を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

（3）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

活動

（事 業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）森林整備により森林再生のための諸活動に関する事業

（2）調査・研究に関する諸活動と自然生態系の把握に関する事業

（3） 啓蒙・普及として講演・シンポジュウム、環境教育等を行う自然環境保全に関

する事業

（4）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

（種 別） ‐

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

（1）正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、総会における議決権を有

するもの

1



（2）一般会員

この法人の目的に賛同し、この目的を達成するために行う事業を支援する個

人及び団体で、総会における議決権を有しないもの

（入 会）

第7条正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書を理事

長に提出する。

2理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面

をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

（会 費）

第8条正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき

（2）本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき

（3）正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき

（4）除名されたとき

（退 会）

第10条正会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会

員を除名することができる。

（1）法令、定款等に違反したとき

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

2前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の

議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（拠出金品不返還）

第12条既に納入した、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員及び職員

（役員の種別及び定数）

第13条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事長 1名

（2）副理事長 1名以上

（3）理 事 3名以上（理事長及び副理事長を含む）

2



（4）監 事 1名以上

（役員の選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

3監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな

い。

5役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の

親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の

親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

（役員の職務）

第15条理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議

決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理

事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法

人の業務の執行を決定する。

4 監事は、次の職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること

（2）この法人の財産の状況を監査すること

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為

又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、

これを総会又は静岡県知事に報告すること

（4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べ、若しくは理事会の招集を請求すること

（役員の任期）

第16条役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された場合の任

期は、前任者又は現任者の残存期間とする。

2役員は、再任されることができる。

3前2項の規定にかかわらず､後任の役員が選任されていない場合に限り､ 第1

項で定めている任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する

ことができる。

4役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。

（役員の欠員補充）

3



第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければならない。

（役員の解任）

第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員
を解任することができる。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくないと認められるとき

2前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の

議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（役員の報酬）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で総会の決議により報酬を受ける
ことができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職 員）

第20条この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2事務局長及びその他の職員は、理事を兼任することができる。

3事務局長及びその他の職員は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

4事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て

定める。

（顧問、評議員）

第21条この法人に顧問、評議員を置くことができる。

2顧問、評議員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

3顧問、評議員は、この法人の運営上の重要事項について、理事長の諮問に

応じる。

第5章総会

（総会の種別）

第22条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（総会の構成）

第23条総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第24条総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併
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（4）年度当初の事業計画及び活動予算の決定

（5）事業報告及び活動決算

（6）役員の選任又は解任、職務及び報酬

（7）会費の額

（8）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡）そ

の他新たな義務の負担及び権利の放棄

（9）その他この法人の運営に関する重要事項

（総会の開催）

第25条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面に

より招集の請求があったとき

（3）第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

（総会の招集）

第26条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、

その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項により、少な

くとも5日前までに通知しなければならない。

（議 長）

第27条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）

第28条総会は､正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

（総会の議決）

第29条総会における議決事項は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知した事

項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（表決権等）

第30条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され

た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は前2条及び次条第1項の適用については、

総会に出席したものとみなす。
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4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に

加わることができない。

（議事録）

第31条総会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

（2）正会員総数及び出席者数

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議にお

いて選任された議事録署名人2名以上が署名押印し、これを保存しなければ

ならない。

第6章理事会

（構 成）

第32条理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）

第33条理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）年度当初の事業計画及び活動予算の変更に関する事項

（4）事務局の組織及び運営に関する事項

（5）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第34条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき

（2）理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により

招集の請求があったとき

（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

（理事会の招集）

第35条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から14

日以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面に

より、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）

第36条理事会の議長は理事長がこれにあたる。
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（理事会の議決）

第37条理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した

事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2

以上の同意があった場合は、この限りではない。

2理事会の議事は、過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

（理事会の表決権等）

第38条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理

事会に出席したものと見なす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。

（理事会の議事録）

第39条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記す

ること｡）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関すること

2議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において

選任された議事録署名人2人以上が署名押印をし、これを保存しなければなら

ない。

第7章資産及び会計

（資産の構成）

第40条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された財産

（2）会費

（3）寄付金品

（4）資産から生じる収入

（5）事業に伴う収入‘

（6）その他の収入

（資産の区分）

庁

イ



第41条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

（資産の管理）

第42条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長
が別に定める。

（会計の原則）

第43条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

（会計の区分）

第44条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

（事業計画及び活動予算）

第45条この法人の年度当初の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会におい
て、議決を経なければならない。

（暫定予算）

第46条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて

収入・支出とすることができる。

2前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）‘

第47条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ
る。

2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）

第48条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て既定予算
の追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第49条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、

総会において、議決を経なければならない。

2会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成

員に分配してはならない。

（事業年度）

第50条この法人の事業年度は＄毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第51条この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の
3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する
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場合、静岡県知事の認証を得なければならない。

（解 散）

第52条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産

（6）静岡県知事による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上

の承諾を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、静岡県知事の認定を得なければなら

ない。

4この法人が解散したときは、理事が精算人となる。

（残余財産の帰属）

第53条この法人が解散（合併又は破産による解散を除く）したときに残存する財産は

法第11条第3項に掲げるもののうち、富士宮市に譲渡するものとする。

（合 併）

第54条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上

の議決を経、かつ、静岡県知事の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

（公告の方法）

第55条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、岳南朝日新聞に掲

載して行う。

第10章雑 則

（細 則）

第56条この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め

る。

付 則

1

2

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の会費は､第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

（1）正会員 1口 10,000円

（2）一般会員 1口 2,000円

この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別3

9
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紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この

法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。

この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、

設立総会の定めるところによる。

この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、この法人の成

4

5

立の日から平成16年3月31日までとする。

これは現行の定款に相違ない

平成30年5月22日

特定非営利活動法人富士山自然の森づくり

理事長 仁藤 浪
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令和2年5月27日各位様

年会費改訂の件

コロナの緊急事態宣言が解除されました。感染の恐れが無くなったわけではありませんので気を

付けて行かなければならないと思います。

さて、令和2年5月23日（土）に富士宮市立西公民館におきまして総会を開きました。

会報の8ページでお知らせしてきた通り年会費について審議しました。

動議・審議の要点は

1．設立時に100名の参加者がいたが、広葉樹による森づくりという趣旨を正しく理解し積極的に参
加してくれる方による会の運営をしていくということで正会員という制度を作った。

2．植樹による森づくり活動も少なくなり、時代の変化とともに会員数も減少してきたので、一般会員
の会費を下げて参加者数を増やしていきたい。

3．会費を改定することは金額の問題でなく、会の設立趣旨の理解・運営上の問題であることを十分認
識して審議しなければならない。

以上のことを念頭に置いて審議した結果、会の趣旨を理解し支持支援して頂ける一般会員の方が参加し
やすい様に、また、正会員として加入し積極的に活動に参加してもらえるようにということで会費を引
き下げることに全員の賛同を得て決定いたしました。

正会員年会費 5,000円

一般会員年会費 1,000円

を同封の｢通常払込料金加入者負担｣の振替払込用紙を使用して6月末までにお支払いをお願いします。

会報は今まで通り発行の都度お送りいたします。

以上



様式第1－1号

支 出証拠

聿冒

MLI本 辰

整理番号 ￥－￥

経費項目 調劃冊究費･研修費･広聴広報費･雰談繧講婚･会議費･資isM賊費･資*購入費･事務費。函 人件費

内 容 事務所賃借料（￥月分）

年月 日 令和7年ぅ月ﾗ’ 日～令和 年 月 日 金 額 31,275円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収華占付枠＞

’ 525-03-311200
625-03-311200

*62，000ソウキコ加アワ上7Jty

＊550振込手数料 ’

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

62,550円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

31,275円



様式第1－2号

支出証拠害（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

一

整理番号 半一＄ー

経費項目 範査研夢毒研修費

内 容 富士宮国際姉妹都市協会年会費（ユヶ年度分）

年 月 日 2F年牛月多日～ 年 月 日 金 額 2,000円

会の趣旨．

目 的

富士宮市が攻赫緒I市提携したサンタモニカ市をはじめとする姉妹都市の市民との友好親

善を基調として教育、文化、スポーツ等幅広い交流を推進する

会の活動

内容等

･国際交流により相互理解を深め、友好関係を促進する

･海外の教育、文化、スポーツ等に関する情報・資料交換

政務活動．

県政との

関連性

会の活動を通じて得られた情報や会からの意見などを県施策に反映させる

く領収琴占付枠＞

I

l

1

※添付書類:団体の会則.事業概要.侘恥)（協会規約）
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,000円
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2 前会長は、会長に会務に関し助言を行い、協会の円滑な運営を図ることに協力する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 常任理事は、事業の企画、立案を行う。

5 理事は、協会の会務を処理する。

6 監事は、協会の会計を監査する。

（役員の任期）

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選出された役員の

任期は、前任者の残任期間とする。

（総会）

第9条 総会は、年1回会長が招集する｡ ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開

催することができる。

2 総会は、次に掲げる事項について協議する。ただし、第3号から第5号までの事項に

ついては、常任理事会に委任することができる。

（1）規約の制定及び改廃に関すること。

（2）役員の選出に関すること。

（3）事業計画及び事業報告に関すること。

（4）収支予算及び収支決算に関すること。

（5）その他協会の運営に関すること。

3 会長は、前項の規定に基づき常任理事会に委任された事項について、次の総会に報告

するものとする。

4 総会の議案は､ 出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

（理事会及び常任理事会）

第10条 理事会及び常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、理事会及び常任理事会に会長経験者の出席を求めることができる。

（専門部会）

第11条 協会の事業又はその運営について必要があるときは、専門部会を置くことがで

きる。

（経費）

第12条 協会の経費は、会費、交付金も寄付金その他の収入をもって充てる。

（会計年度）

第13条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

（事務局）

第14条 協会の事務を処理するため、事務局を富士宮市役所に置くものとする。

（その他の事項）

第15条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会におい

てこれを定めることができる。

富士宮国際姉妹都市協会規約 口
ｌ
ト
ー
過
り
ｆ
Ｊ
Ｉ
や
０
９
１
，
１
胃
口
Ｅ
ｆ
ｆ
９
１
ｒ
ｌ
ｒ
Ｌ
Ｂ
５
■
〃
７
０
，

(名称）

第1条この会は、富士宮国際姉妹都市協会（以下「協会」という。）と称する。

（目的）

第2条協会は、富士宮市が姉妹都市提携したサンタモニカ市をはじめとする姉妹都市の

市民との友好親善を基調として、教育、文化、スポーツ及び産業等幅広い交流を推進し、

富士宮市の国際文化都市としての発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（1）国際交流により相互理解を深め、友好関係を促進するための事業

（2）海外の教育文化、スポーツ及び産業等に関する情報、資料の交換等により、市民

生活の向上を図るための事業

（3）その他国際親善に関する事業

（会員の種類及び会費）

第4条 協会の会員の種類及び会費は、次の各号に掲げるとおりとする。

（1）個人会員 年額1口 2,000円

（2）団体会員 年額 1口 5，000円

（3）法人会員 年額 1 口 5,000円

（役員）

第5条 協会に次に掲げる役員を置く。

（1）会長 1名

（2）前会長 1名

（3）副会長 若干名

（4）常任理事 若干名

（5）理事 若干名

（6）監事 2名

2 協会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

（役員の選出）

第6条 理事及び監事は、会員の互選により選出する。

2 常任理事は、理事の互選により選出する。

3 会長は、常任理事の互選により選出する。

4 副会長は、常任理事の中から会長の推薦により選出する。

5 前会長は、直前会長がその任にあたる。

6 名誉会長、顧問及び参与は、会長が総会において委嘱する。

（役員の職務）

第7条 会長は、協会を代表し、会務を総理するとともに、総会、理事会及び常任理事会

の議長となる。
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様式第1－1号

支 出証拠 害

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

、琴ノ 、とｼ／

整理番号 祭一ら

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏調靜鰯漬･会議費･資粥作成費懲･事務費･事務所費･人件費

内 容 書籍購入代「D-me十 年二壽発得号=圭=幸｣BeaaWl鼻綱懸瀞｛

年月 日 令和 ’ 年4一月シ日~令和 年月 日 金 額
ろ

壱

目 的 県政・社会情勢に関する情報収集

使 途 書籍購入

関連性

県政関連の情報を収集し、政策や質問等の参考にする
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)
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／

100％

政務活動費支出額(a×b)
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TELI

四本康久様

ﾛ■■
下記の通り御請求申し上げます。

\64.240

合計金額
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D-file2025年4月発行号(3月号）上･下

D-file2025年5月発行号(4月号）上･下

D-file2025年6月発行号(5月号）上･下

D-61e2025年7月発行号(6月号）上･下

5,280

5.2802.640 迦一迦一秘一迦一蜘一唖一迦一岬一迦一岬
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2025年4月からの価格改定のお知らせ

みなさまには日々、【自治体情報誌D-file】および【BeaconAuthority実践自治】をご

愛読いただきまして誠にありがとうございます｡1990年4月より発刊の本誌は創刊35周年を迎え

ました｡これもひとえに皆様のお陰と感謝申し上げます。

さて､本誌は2025(令和7)年4月発行分より購読料を下のように改定させていただくこととい

たしました｡阪神淡路大震災､リーマンショック､東日本大震災､新型コロナウィルス禍などの社会

変動の中でも、自治体政策情報をお届けしてまいりました｡昨今､未曾有の資源高騰や円安などに

より､新聞購読料､製作費､印刷費､配送費など本誌をお届けするためのコストは大幅に上がりま

した｡これまで製作のDX化や印刷の見直し､諸経費の低減など業務の効率化により実質的な購

読料の値上げを抑える努力を払ってまいりました。

しかしながら､今後も自治における確かな情報の提供を継続するためには､購読料の改定をお

願いせざるを得ないとの判断に至りました｡誠に心苦し限りではございますがご理解いただきます

ようよろしくお願いいたします。

皆様のご負担を最小限に抑えた上で､より一層の経営努力を続けてまいります｡お客様サービ

スの充実として今後､【電子版:自治体情報誌D-file】の掲載誌を1年分増やし､過去3年分十当年

をご提供してまいります｡分権自治の時代を切り拓くイマジン出版に､引き続きのご愛顧を賜りま

すよう何とぞお願い申し上げます。
イマジン出版株式会社

代表取締役片岡幸三

改定後現在

自治体情報誌 各2，475円 各2，640円
D-61e上･下号 (2,250円十税） → (2,400+税）

各3,080円 各3,300円
合本(1．8月号） (2,800円十税） → (3,000円十税）

各1,210円

(1,100円十税）
各1,100円

(1,000円十税）
実践自治

BeaconAuthority
→

各64，240円

→(58,400円十税）
60,060円

(54,600+税）
年間購読料

【D-h(e+Beacon】

30,030円 32,120円
(27,300円十税）→(29,200円十税）

半年間購読料

【D-hle+Beacon】

自治体情報誌D-fileおよび実践自治BeaconAuthorityに関することにつきましては

以下までお問い合わせください。

イマジン出版事業本部

TEL:03-5227-1825E-mail:imagine@imagine-j.co.jpFAX:03-5227-1826



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

、筵ノ空ノ

薬理番号 チーク

経費項目 調劃職費･研修費･噸広報費･鋪聯需勧費･会議費･鮮昨励潰趣･事務費･率f費･人件費

内容 書籍購入代｢|月刊廃棄物 Zt-年鞠号」

年月日 令和7年4月'シ日~令和年月日 金額

目的 県政・社会情勢に関する情報収集

使途 書籍購入

政務活動

県政との

関連性

県政関連の情報を収集し、政策や質問等の参考にする
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請求書

Page.1

2025年3月31日

ea
四本 康久様

〒lOl－

郵便振込口座 00190-6-655183

銀行口座みずほ銀行九段支店当24257

口座名義ニツポウビジネス（力

振込手数料は貴社にてご負担下さいます様､お願い申し上げます。

登録番号 T6-0100-0107-2305

お客様番号：ー お問い合せ番号:1■■■
お支払い期限：25/05/30

●お買い上げ頂きまして誠に有り難うございます｡下記の通りご請求申し上げます。
●振込時､上記お客様番号(7ケタ)を入力願います、

お知らせ

艮行振込もご利用いただけます。

｜蝋

－=ニー圭

区分：1，売上2，返品3‘商品値引4，その他売上5，販促6，配送料7，代引手数料8，伝票値引

●お支払期限までに銀行｡郵便局で払い込み下さい。

●銀行振込をご利用のお客様は下記払込用紙はご使用できません。 適用税率は10％です。

蕊議蕊鍵騒鍵鰯譲
…耐

竜一…… 雲… 鰯

西騨弄'…甥宅鵠I……＝基

鍵……………

…

鍛蕊羅難蕊蕊蕊鑿鶏蕊簿

◆四本 康久様分

月刊 廃棄物2025年4月号

送料

内消費税等

１
１

部 2200

100

2,200

100

(209）



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 保一J

経費項目趣･研修費･広聴醗費･要謙襟諦積･会議費･資料侑ｵ漬･資繩静貴･事務費･調濱･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 7 年作月う日~令和年月 日 金 額 >_｜
の

ZgO円

目 的

骸当項目に丸帥

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内
その他調査（ 濟r合せ

･政務活動資料の整理．

使 途

儲当項目に丸印） 苑挙宿泊費駐箪料その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸日1

・ 議会・歪卑員芸等質問のため、閨1糸部局の箏茉・主要踊亜東寺をｲ#歸召すわ。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

Q会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。
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ご利用ありがとうございます-。

利 用 証 明 書

ｸ▼
NEXrn

中日本

NEXCO中口本お客さまセンター
0120-922-229

議録番号:T4180001056169

料金所(自） 新富士

料余所(篭） 新静岡

25年 4月 3日 9時33分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料余の消費税率は10％です。

取扱番号

A58504-033391-131836 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

配

■
■
・
■
且
巳
■
Ｉ
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
Ｕ
ｃ
Ｇ
Ｉ
Ｕ
■
■
Ⅱ
■
■
●
●
■
ｇ
ｃ
ｂ
ｌ
Ｕ
■
■
Ⅱ
■
■
。
“
Ⅱ
８
０
６
▲
Ｈ
ｇ
①
■
Ｉ
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
・
日
■
＆
■
Ｉ
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
Ⅱ
■
■
１
日
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
・
■
５
口
●
１
８
日
８
１
８
■
■
Ｉ
■
■
各
１
二
■
■
Ｇ
Ｉ
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
・
■
ｇ
■
■

1
－･一宇｡－■■ヨ

ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

蚕▼
NEX『、

中日本

KEXCO中口本お客さまセンター
0120-922-229

苓録番号：T4180001056169

料金所(自） 新静岡

料金所(歪） 新富士

25年 4月 3日19時28分

通行料金 Y1｡060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A58504-033391-132339 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

Z-LZ－ﾉ0 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ZiZ/o 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

藥理番号 “－9

経費項目露．w確費･広獅報費･霊調誇艤債･会議費･鮮昨励漬･資料購ｽ費･事務費･零漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 7判月7 日～令和 年 月 日 金 額
／ ,ﾉク 円

目 的

骸当項目に丸帥

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内
その他調査（

;鶴丁合せ
ノ

･政務活動資料の整理．

使 途

骸当項目に丸ED z鯵宿泊費駐車料その他

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

・議会｡委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する 0

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

3会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。
く領収琴占付枠＞

ご利用ありがとうございます．

利 用 証 明 書

ｺ▼
NExED

中日本

NIIXCOL+』日本お客さまセンター
0120-922-229

笠録番号；･r4l80001056169

料金所(白） 新静岡

料金所(至） 新富士

25年 4月 7H17時2 4分

通行料金 \1,060－

(ETCルジット） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A58504-073391-134133 ⑬
※本利川証明書はETC利ﾉlj照公サービ
スで印字されたものです
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

〃” 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/〔〃 ‘の 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 4-/O

経費項目 調劃職賓研修費広聴広報費蕊識儲瀧噴会議費熱怖減資資繩篇入費函事獅潰 人件費

内 容 自動車リース料

年月 日 令和7年Ll月 ク 日～令和 年 月 日 金 額 25,423円

目的

使 途

政務活動.

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

月額リース料（60,720円）からカーナビ・ドライブレコーダー等の対象外経費を除いた

50,847円の1／2相当額を充当する。

'1125-04-07
／

'2001

(ダ年タ月整理番号ターオ参照）

ラ ー 画

＊60,7201卜舛ﾖ,画ﾁｺﾘｰ(力｜一 ■ Fｰら 一 ▲

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

50,847円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

25,423円



登録番号:T8010401059346

四本康久 様

"施日"7 ■■■

〒 420-0853

静岡県 静岡市葵区
追手町
8－1日土地静岡ビル6F

部署 静岡支店営業チーム

電話 054-205-2641

担当■■■
2025年3月17日

IIIIIII.llll.'l,,IIIII,ll'III'1,III'II'II'll｡ll,ll.II.II･II'IIIIIII

KO15AOOO1002YAOO1002

■■
請求雪b.
請求先コード口座振替通知書

■■■
金融機関名
支 店 名
種目・口座

平素格別のご愛顧を賜りまことにありがとうございます｡表記のとおりご請求申し上げますので、ご照合のうえお支払い下さい｡ページ： 1
－

備 考

〆

ページ小計一一＞

識
請求件数 1件

口座引落は、東京センチュリーもしくはセンチュリー（センチュリーリース）名で引き落としさせて頂きます。

肺シソヒ

澪塞
耐ズlI

今 回 御 請 求 額 お支払期日 お支払方法

≦- \60,720

内リース料等 55,200
内消費税等 5,520

2025年4月7日 口座振替

契約番号 開始日 函錨 ご 請 求 明 細 金額(円） 吋韻税円 畔(％

■■■■■■■■■■■■

■ﾛ■■■■■■■■■
220621 3E 4ビ ﾘｰｽ料 7/4分■■■■■■■■

リース 消費税10％計

税率別計 消費税1眺計
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7－4－10

様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）託

整理番号

経費項目 調部暁費･研修費･広臓歯報費･舞調需鋤費･会議費・資糊鍼費･資料購入費。函 藷銅潰･人件費

内 容 自動車リース料 (β～8月ヶ）

年月 日 令和4年8月‘-日～ 年 月 日 金 額 76､Z70円

目 的 政務活動に使用する自動車のリース

使 途 (6~8月分）リース料

政務活動。

県政との

関連性

I

く領収書貼付枠＞

月額リース料（60,720円）からカーナビ、ドライブレコーダー等対象外経費を除いた

50,847円の1／2相当額を充当する。

!‘ 22-08-0512001 ＊182;面|ﾄ,福,ﾛﾁﾕﾘｰ(力’
I

・噸ﾘｰｽ料 “〃0円
｡ 対鴬外ｲ掘陶

除いたﾘｰｽ辨績

傲叫
を,,ｦｹ月ヶ(8-"

/吃/〃〃

〃〃7円俄込ノ /""/"

・姓勃 仮 鯵/円×焔＝7〃7〃ﾉごヲ

の

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書金額(a)

/少Z､j~"/ 円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

76,Z70円



‘7．．4－10

自動車リース契約書

’四本康久 様

賃借人（甲）

健
契
ユ

(乙）

東京都千代田区ﾀﾄ神田四丁目14:1号

蕊
日ﾎｶｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽIﾎ式

猟諏鴬繩攪高島後

連帯保証人

住所

氏名
④ (丙）日本カーソリューションズ株式会社代理店

－－コ
連帯保証人

住所

氏名

灘「
④

‐卜記賃借人(以下｢甲｣という｡)と賃貸人(以下｢乙｣という｡)とは､動聾所定Q_庫票臺項説盟劃,(ﾐて､｣jで妥識?哩壹及醐一鼻
料総額等を説明し、甲がこれに確認・同意のうえ本契約書にて次のとおり自動車リース契約（以下「本契約」という｡）を締結します。なお、契
約の区別においてファイナンスリース契約は基本約定が、又メンテナンスリース契約は基本約定の他メンテナンス約定が適用されます。本契約
の成立を証するため本書3通を作成し、甲乙丙記（署）名捺印のうえ、各1通を保有します。

基本約定 6甲罵喋罐鍜誌,識を受けることを遅らせたと菅又は拒んだとき､若しくは甲の
蛍に帰すべき事由により売主が自動車を引渡すことができず、乙又は売主が5．日の期間を
定めて引渡しを受けることを口頭、書面又は電陛的方法にて催告したにもかかわらず､こ

(本契約の目的） 思職熟礁聴燃腱患謹篭'蕊ヵ(:鯛擬簿：第1条 乙は、甲の申込みにより、後記「契約主要事項一覧茨｣(以下「表」という｡)（2）記
較の売主（以下「売主」という｡）からリース自助車（以下「自動車」という罰）を賊入し、 甲は、その討求について売主との間でllf決します。
本契約に定める条件で甲にリースし、甲はこれを借受けます。 （自動車の品質等の不遁合等）
2．本契約は、甲が希望する品質、種類、数母（規格、仕様、性能その仙甲が必要とする一第7条乙は、売主と締結した自動車の売買契約にて自動車の品質等が本契約の内容に適合し
切の事項を含み、以下総称して「自励車の品賀等」という｡）を有した自動車を甲が選択又 ない場合､､その一切の責任を売主が負担すること約定しているため、乙は自動車の品質等
は決定し、自らが個人用・家庭用として使用することを目的とします． にかかわる担保責任を負わず、売主がその全ての責任を負担します。‘

（リース期間） 2．天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の市故、労働争議、法令の改廃、登録の遅延、
第2条 リース期間は表（4）記鞭の辿りとし、開始日は自動車検査証、軽自動車届出済証、 売主の都合及び乙の故意又は重大な過失が認めら・れない事由により、自動車の全部著しく

，擬識交|寸証明書等（以下総称して「自動馴城査証等」という｡）の使用者を甲とし、所有者 は一部の引波しが遅延し、又は不能となった場合、その他自動車の選択又は決定に際して
を乙として自動車を登録した日からとします。 甲に錯誤があった場合、乙は、一切その責任を負いません。
2．甲は､･本契約締結後、リース期間が満了するまで本契約を解除できません。又、甲に 3．前二項の場合、甲は、自動車の品鷺等にかかわる担保寅任が甲の責に帰する鳩合を除き、
リースする自動車が四輪の場合、特定商取引法によ'ﾌ、クーリンク・オフはでさません．但 直接売主に対し、自動車の崎il、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる追完を舗求
し、基本約定第7条第7項に該当する場合、甲は木契約を解除できるものとします。 （以下「胆行の追完諸求」という.）するものとします。又、自動車の引渡遅延等により甲

（リース料） に柧害が生じた場合、甲は、直接売主に対し掘啓賠砿詔求を行い、売主との間でl蜂決しま
第3条甲は、表（6）記依のリース料を表（7）記仙の通り乙に支払うものとします。 す。但し、甲は売主に対し代金減緬諦求はできず、又、脳行の追完方法は乙が遊択するも
2．表（6）記i隣の総額リース料は、自動車及びI寸属品等の調達費用、リース川間中に発生 のとします”
する表（9）記仙の公租公課、諸賢用及び保険料を台み、又、本契約書、見削普等に記紋 4．前条の、行の追完は、自動車の引漉完了日から1年以内に限り討求できるものとします。
し、若しくは電磁的方法により甲乙間で確認したリース間間中に予想される甲の自動中の 但し、売主又は自動車メーカーの保証書の定めがある場合は、それが優先適用されるもの
走行距離や用途等.(但し、記赦喝所を問わず、以下総称して「甲の自動車の使用条件」と ．とします．
いう｡）から算出したものです。 5．乙は、本条に定める甲の売主に対する椛利行使に乙が必要と認める範囲内において協力
3．表（6）記ilfの月額リース料は､ 総額リース料をリース期間中分割して支払うものであ します．この場合でも、甲は乙に対するリース料の支払い、その他木契約に韮づく佃務の
り、甲がリース期間巾、自動車を使用しない川間又は仙1Wできない期間があったとしても 支払いを免れることができません．
乙に対するリース料の支払いその他本契約に基づく|j職の支払いを免れることはで萱ませ 6．甲が売主に対し、履行の追完制求を行ったにもかかわらず売主がこれを一切、行しない
ん。 」刈合、又は自動車の品質等が木契約の内容に適合せず、甲が本契約を締結した目的を達す

（再ﾘｰｽ又は買い取り） ることができない場合､その仙椛利行使のために乙の売主に対する諦求樅の誠渡を受ける
第4条 甲がリース川間滿了の3ヶ月前まで仁乙に対し泌而で再リース又は買取りを申込み､． 必要が生じた場合は、甲は乙仁対し、具体的な内容を示した筈而による通知をし、乙と-1‐

甲がリース1m間illqTllｷに乙に対するリース料の支払いその他甲乙間の契約にかかわるIM恥 分協縦します．
不服行がなく、甲が乙所定の与信基準を漁たした場合、甲乙間で次の辿lﾌ契約を締結でき 7．前項の協縦の結果、自皿|ｴの品賦等の不適合が甲の黄に州すべき蛎由による場合、又は
ろものとします｡ 売主が一部価了した場合､苦しくは乙又は売主の不屈行が木契約その他の'11筋の発生原因
（1）再リース契約（以下「再リース契約」という.）は、乙所定の見、書にて再リース契約 及び取引上の社会皿念に照・らして乙又は売主の賞に帰することができない1油によるもの
の契約条件及び再リース料総加等を確認のうえ、乙所定の普而にて両リース契約を締結 である鳩合を除き、甲は、本笑約を解除できるものとします。
できるものとします． 8.本条の定めによl)本契約を解除する場合、甲は乙仁対し、支払済みのリース料の返逝訓求

(2)買取りの鳩合､鋪20条の蝿定に蕊づぎ甲乙間で乙所定の売寅契約譜で売買繋約を締緒 駕辮難鮒|誠I露鴬をHi1求で盲ず､乙は甲に対し､木契約の解除に伴う柵審できるものとします。

（犯罪収益移転防止法に基づく本人確認) ______.. _._ 9._[lｺが、本契約のIﾖ的物として初肛登録又は検迂された自動』lエ（以下「中古自動&|リとい
第5条本契約に犯罪による収膝の秒'l屡防l上に閥する法ilL(以下「犯収法」という｡）の適用 う.）を避択する喝合、一般kl:団法人自動車公正取引協縦会が定める公正統争規約等に基づ

がある場合、甲は、犯収法に韮づく取引11*硴腿に､[ちに応じます。甲がこれに応じない喝 <プライスカードや売主から耐[接中古自助JIzの状態及び保証灘の有!!I(を確認し、自らの判
合、乙は犯収法に基づき、本契約に韮づく乙の樋務のIm行を拒むことができ、又、甲に対 ｜研で決定し、現状有盗にて乙から|け受けるものとします。また、中古自動llｴの品閥等が木
し何郭の潰任を負わないものとします。 契約の内容に適合しない場合、叩は木条蕊3項の規定に基づき直披売主との1Mで解決しま

（自動車の引渡し） す．
第6条 乙の甲に対する自動I|ｴの納入喝所を表(3)Re'ilYの自動ｴlIの使、の本拠地（保笹蝿 （自動車の使用、管理）
所）とし、自動車は売主から耐腸甲に引渡します．この瑚合、叩は、郡前に売主と紬』|咽 第8条甲は、自動I|ｴが納IlZされてからその返巡まで、法令に挫づき日常点検ll"liの爽施、走
及び紬n[11*W1等（以下総称して「紬平日」という.）を決定し、これを乙に巡知します． 行に適した状態であることの硴掴等、蕃良な管理者の注愈をもってl果笹jけ所に|果符し、法
又、甲は、紬IIz日に売主から白jmlエメーカーが定める自動車の取扱説明や先進安全技術の 令順守で安全に迎'l盾し伽|]します。
作助方法等の縦1mを受けるものとします。 2．甲は、自皿|Iの維持楢:理に'必要な法令に韮づく定I、点検雌陥、部17,・付屈品の取替え、
2．乙は、自動単のIf緑後速やかに甲に対し紬血脈認苫を送|寸します｡l且し、甲に対し借受 安全な皿行のために新たに必嬰とされる装in等の朏人・取付、自助巾のlfIIWIIfのIIIII衿、I薩
抓（以下「借受証」という.）の交付を要求するj9合は除きます． E｣跡をその責任で実施すると共にそれらの門川をリース料とは別に負担します。この」号合、
3．自動Iliの納入後、坪lは、遅洲なく自らが逃択又は決定した自動llIであること、自助!'[の 甲は乙に対し、それらの背､]の|『幽弊を諦求することはできません．
尚1価弊が木契約苫、兄h'i智等の|ﾉ､I容（以下総称して「木契約のIﾉﾘ容」という｡）に)血合する 3．甲は，住所、目JjMIIIの仙mの木拠の位世を変更し、又は乙の承諦を得てI剴勤lliの、途そ
ことを険通し、これが確認できたときに乙から甲に対する自動IIIの引波しは完了します。 の他自勤'IL検査証等の記i1町1噸を変亜した｣9台、法令に基づき速やかに自助.'l軸正柾記入
なお、乙から要求があったときは、叩は、引波完丁後面ちに借受証に記（晋）名捺11】して に|'il,W等の乎統きを甲のilt任と負担で行います．又、変亜爺録が,必要な喝合、IFは、乙が突
これを乙に交付します｡ 施する変匝登録乎統きにMﾙｶし､その変匝If録に係る州､を負担します.

4．前項の険迩の結果、自助IIIの品髄等が木製約の内容に適合しない期合、又は紬IlI硴認r!ド 4．乙は、自助'I(のI|移理又は点|礎雅Ni郡をなすj9合,[11に対し代』liの拠供及び休業illilitはIﾊI
の受6,1］､菅し<はⅡ卜受証の交付を要求された日から14日までに自､ﾘ!|〔が紬!|[されない 郭その'趾に任じないものとします.
蝿合、I1別は、契約不適合のlﾉﾘ容又は未納llLであることを出而にて乙仁汕加のうえ、第7% 5.11･lは、乙又はその代理人からlとIMII[の使川、保播状況を点険．枕在するため、I果描:j9所
舗3項の脱定に基づき、面接売主から|"lliを受け、売主との間でこれを解決します。 への立入りや税Iﾘ｣贋料の提供弊のⅢ|'入れがあったとき、又は、乙から1ｺjMjili仁乙の所有を
5．「｢1から乙に対し前項の通知がないj9合、1ﾖ伽liは契約不遮合がなく完全な状態で乙から Iﾘ】示する畿示、隙I職排を投殴するよう[l'入れがあったときは、正当なHI!lllがある｣9合を除

〆

(代理店||』人リース川）
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し
所
該
鮴
代
を
郭
及
融

助
活
笠
一
巡
自
叫

ま
両
適
ら
、
加
川
合
乙
ま
半
川
は
は
付
法
但
装
し
利
等
を
る
通
”
は
仁
る
行
場
を
帯
他
て
た
の
業
っ
６
て
は
報
保
供
す
、
甲
済
喝
に
の
梢
そ
す
に
人
又
か
保
匝
は
ん
に
。
決
判
当
を
約
ス
杜
甲
金
自
利
極
サ
川
ｒ
の

し
車
に
力
ら
日
川
埠
に
し
税
使
又
用
紬
ら
負
。
該
人
版
料
額
す
謝
す
き
当
す
胴
る
頷
迎
び
し
し
務
班
か
４
し
又
情
椛
提
ま
く
る
弁
い
人
３
該
に
託
而
証
、
な
併
伺
又
せ
筋
す
解
殿
、
世
契
ビ
会
・
た
引
催
て
他
る
に
下
こ

と
送
呑
日
か
の
ス
た
別
と
該
、
れ
背
の
何
し
・
わ
｜
以
ゞ

』》一》》》聯三跨一》一》》一》一》》一
全
と
更
側
グ
ー
す

も
路
の
の
払
５
リ
卯
と
負
、
す
保
課
の
、
人
的
変
に
一
む
ま

戸
道
約
日
昔
６

法
目
の
約
．
含
し

団
を
項
契
レ
を
認

祉
即
．
鞭
ス
ブ
ク
伽

ち
笹
売
支
き
Ｉ
般
榧
俄
一
イ
ー
を

ｆ
Ｉ

プ
ッ
行
乙
、
憐
ま
答
９
扣
負
び
等
甲
項
た
公
わ
項
納
約
約
を
用
改
る
転
、
を
一
木
き
甲
す
、
澱
ｊ
び
び
約
罷
せ
保
木
、
但
、
こ
帯
て
人
禍
乙
而
叩
な
な
号
並
の
不
の
に
人
に
の
の
１
し
又
委
述
人
知

り・く場延１甲完ょ租２ののま・依れ・にこ如・問用３．が単、・歴の４車・甲たも殺５を告Ｓの済７乙談帯Ｂ務うとまも・証・の位済・を人０慨う正甲こ・５従し第の・づ閥・にし知９の・な辿は在時ａか垂即行壼訓協笹２行唾翠え自合怖仙回側一手率全るワーの３向サデ
５
遅
２
公
２
２
３
４
資
２
２
３
乙
２
２
相
２
報
２
弁
２
運
２
２
３
４
５
６
７
通
２
２

く
第
’
第
く
第
く
第
く
第
Ｉ
第
く
第
く
第
く
第
ｉ
第
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契約主要事項一覧表

■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■

I室 的番号■ ﾛ■■■ ■ ﾛ■■■■

(1) 契約の区別

１２
リ
－
ス
自
動
車
の
表
示

Ｉ

車名等

型 式 一一日一胃一一
一
気
一

一
一
ド
ー

ジ
調
一

一
ユ
ン
ー

ー
シ
ヲ
ー

ー
ツ
ー
ン
ー

ーミミーエ一

車体色菫鐸》》一主
支
一
車
一
登
二
元

I
A

〆

付
属
品
・
特
別
仕
様
三
ア
コ
ン
標
準
）

(3) 使用の本拠地
(保管場所）

ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ

ニッサンーー 台数1 台

-ト 2WD

一
壷
名
二

一
弓
Ⅱ
卜
凹
Ⅱ
一
・
・

←
←
５
－
５
」

■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｂ
・
・

一
一
首
皇
一

重
定
二

一
一
一
Ｃ
一
一

人
一
一
旦
一

学
一
再
（
叩
ｘ
Ｕ
Ｆ
・

５
一
一
一
９
一
一

，
一
一
一
１
－
＆
一

Ｖ
一
一
一
一
一

，

２
ゞ
？
」
１
ゞ
』

Ｔ
一
一
一
一
一

Ａ
一
一
一
壷
一

Ｚ
一
一
一
ク
ー

添
卜
Ｌ
一
零
一
Ｍ
ノ
ー

・
３
｝
ク
ー
ニ
７
｝

５
－
１
－
１
１
寺
一

抑錘辨耐琿

一
り
一
り

一
お
一
お

一
と
一
と

一
の
一
の

一
載
一
載

一
記
一
記

一
章
昌
一
臺
言

一
認
一

熱一癖一》

株式会社ジェミニオート富士宮

八
・
母
Ｅ
｜
』
小
Ｌ
ｈ
″

理
本
荊
椋

革調ﾂｰ師琶一一一一一-一-i
－電'-.~…~~~.~~~…~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~iハ ー 一

屯
Ｂ
Ⅱ
上
●
勺
Ⅱ
Ⅱ
田
口

ふ
一
』

｛
す
一
一

一
イ
ー
ー

卓
一
一

一
、
一
一

・
ノ
ー
》

一
Ｚ
一

一
ド
ニ

垂
。
■
一

一
卜
｜
Ａ
一

．
シ
豐
・

一
曲
一
，
一

弐
一
五

一
咄
川
（
尋
一

等
ノ
ー
ハ
ー

●
一
ｍ
一
ツ
ー

。
一
一
キ
ー
ク
ー
ナ
ー

和
漢
杼
渇
証

跡
凌
取
両
凝

Ｃ
昔
７
写
一
や
一
ツ
ー

汀
一
リ
ー
ｔ
－
ｔ
ｒ
－

yZ______._____________________________.____________」

這重莅弧童二二二重二二二ｺ
ｰﾋﾞﾊﾞﾅｿﾆｯｸRE-07WD _1
,ﾂｸｶﾒﾗﾊﾞﾅRC100KDさ~~~~~~~一.~~~~.~~~一~~~一~~~~一~~~~~~~.…~~~~.~~~~~~~i

､寒乖F稀ﾋ.~~運動~…~~~~:~~.~~~~~~~~.~~~.~~~~~~~..i
狂交翼童二二:二二二二二重。

屯
Ｂ
Ⅱ
▲
●
勺
日
日
品
》
弓
■
■
ユ
ロ
イ
Ｑ
０
圭
一
勺
日
Ⅱ
▲
・
訂
０
■
＆
邑
屯
日
日
ユ
。
ｄ
日
日
晶
争
Ｔ
■
８
《
一
？
■
日
▲

(9)公
租
公
課
お

よ
び
諸
費
用

(10）

自
動
車
保
険
付
保
条
件

（含まズ
自動車税環境性能割

(軽）自動車税

自動車重量税

自賠責保険料

自動車保険料

登録諸費用

しるもの○

~~~Iヌアーー

｜
（○

___KX
（○

二縣二
保 険 会 社

保 険 種 類

フリート・ノンフリート

ﾌﾘｰﾄ割引(増)･等級

フリート多数割引

年 齢 条 件

車両f L険種類

車 両 免 責 |免責0特約’

車 両

保 険

価 額

賠償保険

対 人(1名） 人身傷害

対 物(]事鋤 対物免責

搭乗者(1名）

給付・搭傷

安全装置

特約事項

(4) リース期間
48ヶ月

(5) 前払リース料

開始日 納車確認書記載のとおり

満了日 納車確認書記載のとおり

無 し

⑪毒害窪

リース料総額から中か跣に文払ったリーハ科

を控除した残額および残額に対する消費税等

ｊ化
リ
－
ス
料

⑦
支
払
方
法

(8)

1－ス料1

1－ス料2

1－ス料3

総 額

1－ス料1

)－ス料2

1--ス料3

残価清算声・設定残

1回 ￥55,200

消費税等額___._．_____.__一_____-.---.----.___--...----_遥鵬里Q_
．1回 \55,200
消費税等額.____._____________…________________________________蓮凡里Q_
46回 \55,200
消費税等額 ￥5,520－一一=－－－－－－．‐一一=一一一一一一‘一一一=f=､ー‘－－－－－－－－－一一=出一一=一・一一一=-

や
◇

､\2,649,600,

\264,960

ﾘｰｽ融合日の属する月の
甲の繩口画ﾕら乙の鋼

ﾘｰｽ開始日の属する月の
甲の鋼ﾃﾛ函勤ら乙の鋼

ﾘｰｽ勵合日の属する月の
甲の鋼丁口座から乙の鋼

ヶ月後の5日に
口座へ口座振替

ヶ月後の5日に
口座へ口座振替

ヶ月後より1ヶ月毎5日
口座へ口座振替

－＝＝－垂一一一＝一一一一・一令一＝＝凸今q＝－－－－争一＝←毎一一一＝＝一一＝－'ニーロー■聾一＝一一一ー＝‐ー＝ー＝‐＝ローーローー

面 クロース
~

､､ エント
奇

(12）メンテナンスサービス（○印の項目が含まれますノ
（月間契約走行距離）

(x)総韓鎌 (x)ﾊｯﾃﾘｰ雄
(x)法定繕
(x)ｽｹｼｭｰﾙ点槍
(x)柳諺理

(x)ｴｱｺﾝ鍵
(x)ﾊﾝｸ鯉
(x)乙南耽講躯

(x)ｴﾝｼﾝ沖し蛾･" (x)"
(x)-燗縦駮換
(x)脚韻噸A." (x)喜桃ﾒﾝﾃ
(x)夏ﾀｲﾔ
(x)冬ﾀｲﾔ
(x)網ﾎｲｰﾙ
(x)ﾀｲﾔ輔膳

細確和し
・
１３

(1

特
約
事
項



7－4－10

自動車リース御見積書
2022年12月 1日

見積Nu@N3809-0187J

四本 康久
日本カーソリューションズ(株）

様式会社 ジェミニオー
静岡県富士宮市弓沢町487

様

お引合いをいただきました件、下記の通りお見積り

致します。よろしくお願い申し上げます。

20221201092011

車
両

ニッサンノート
1200X5ドアAT2WD5人

型式6AA-E13
排気量
形 状

1,198cc-ﾉ､ｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ仙.ｿﾘﾝ+電気）
5ドアボンネットワゴン －

ミッションAT
定員 5 人乗
用別自家用
塗色ス罠ﾊﾞｰﾌﾞﾗｯｸ

内装色

付
属

品

IED'､ﾂﾄﾞﾗﾝﾌ･+ﾌｵｸﾞﾗﾝﾌﾞ
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ
mCﾕﾆｯﾄBH19S
ET℃ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
ｵｲﾙ交換

Ao',ﾂｹｰｽ術に街梶 力ノゴ上記いみ

X
ｌ
ｂ
ｏ
Ｆ
■
■
■
Ｇ
Ｂ
・
１
４
９
０
．
色
Ｕ
０
１
１
■
ｌ
Ｏ
４
Ｉ
Ｏ
■
０
・
■
Ⅱ
Ⅱ
’
９
。

LE"､,7世ﾗ>7.ﾅ方71，

1ﾉｰｽ辨良総傲四

月顔ﾘｰｽ詳伽匂

7>7。〃2,.,円)を験外

2､膨泌3"a〃クク。
＝2､倖ｸ､ろ『o円

”､3”月

丹

リース方式

リース期間

納車予定日

納車場所

支払方法

ファイナンス 台数 1台

4年 （ 48ヵ月）

2022年 6月 21日

四本 康久

口座壷初回お支払予定7月(2回分）

リ
ー
ス
料
（
一
台
当
り
）

画あたり”も盈頁円 税抜額（円)1鋳拝回

月額リース料 52,910 48,10010M48

x 月鶴ﾘｰ畔fを再訂算”．
、上記のと所ヅ

リース半棒幡aD 2,539,680円

上記リース料に含まれるもの

諸
費
用
自
動
車
保
険

能割

間
間

全期

全期

登録手数料

自動車税環境性

自動車税

自動車重量税

自賠責保険料

自動車保険料

動産保険料
JAF費用

四国回国回国国［

種類（＊******稗**梓*中**＊） 危険割増(***%）
ﾌﾘｰﾄ･ﾉﾝﾌﾘｰﾄ

人
物
傷
傷

対
対
搭
人

*****＊万円 料率ｸﾗｽ＊

**拝稗万円（免責＊*万円） 料宰ｸﾗｽ＊

1名＊*****万円 I事故＊*****万円料率ｸﾗｽ＊
*****＊万円

車
両
保
険

種類（ ＊********＊ ）

免責＊*-**万円料率ｸﾗｽ＊車両保険額 ＊**万円

付属機械装置名＊************＊ 付属保険額 ＊**万円

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲

「叉可継続車検整備

画 スケジュール焦

国 タイヤ

|=獺‘
画バッテリー交接
「ﾇｰ］エンジンオイル

国油脂類の交換
国一般消耗品
国代 車
E画寒冷地メ
国装置部メンテナ

継続車検 「ﾇう法定点検整備「玉~］故障修理
ユール点検（ ヶ月毎）

冬用ホイール

イヤ季節履替

バッテリー交換

エンジンオイル交換･補充

油脂類の交換･補充 ｢〒ﾇｰ]エアコン修理
交換 「ﾇ司パンク修理

ン テ

装置部メンテナンス

1

※日闇藝話1圭行捧離 2－0001皿

特
記
事
項

、見積日時点での納車予定日を基準に
率は、リース原価等、諸条件の変動に
ます。また、契約期間中の税率改定に

ことにより、
となります。
リース契約書に調印する

税等は
消費税
があり
ご負担
た後、
としま

責
。
台

消
す
場

ます．

様の
だい
もの

料の
ので

なる

お客
いた

すろ

上記リース
計算したも
より変更と
伴う差額は
お申し込み
契約が成立

】）

2）

※
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令和 4年 6月22日お支払明細書

拝啓毎度格別のお引き立てに預り厚くお礼申し上げます。
さて、左記ご契約のお支払い明細をご通知いたしますので下記のと
おりお支払いをお願い申し上げます。
尚、本書はご契約期間中お客様のお支払いと当社との照合資料とな
りますので、保管くださるようお願い申し上げます。

敬 具

東京都千代田区外神田4－14－1秋葉原UDX

日菰カーy光一坐ﾆﾒｽ職ft会社

四本康久

御中

(宕一妻一雨〕
ファイナンスリース

口座振替の場合は寸下記口座より引落をさせて頂きますb ハグ，,，

振込手数料につきましてはお客橇負担となりますのでご了承くださし％）

1頁

■■■■■■■■■■ ．

令和 4年6月21日から
令和 8年6月20日まで48ケ月

■■■■■■■■■■■

お客 様恥
l■■■■■

I■■■■

l■■

■■

■

■ I
お問い合せ先 静I H二 ミハ苫

電 話番号 054-205-2641

担 当 者 ■■■ ■■■I K

振込先
金融機関名

支・店 名
室白・口座

'1､可､ごﾄﾞr､ｲ．-↑､~T､ｲ．ｲ､ｲ陰〆卜小ｲ､.'､'1､ﾛﾄ十手手'1,.7,.Tﾏｺﾄﾜ7,千

**********************我等＊
千千小千十千千千千千 十十小干千不手乖

引落

口座

ﾛ■■■■■

■■■■■
■■■■■

口座振替委託会社■■■■■ ■■■■■

．"：

回数 年月分 方 法 支払日 内．： 訳
お支払金羅

(円）

請‘求
回数

金 額 内 訳
金そ (円） 消薑 税(円)．

税
率

備 考

ﾘ』

灘
職

識
‐
辮
辮
１
繊
山
灘
Ⅱ
灘
弧
繍
巡
蠅
蝿
幻
灘
匪
灘
既
灘
師
灘
調
繍
弧
囎
詔
灘
妬
鮒

袖
空
ロ

』 計

4／

雛
4／’

繍灘
4/1’

灘繍
4/11

総撫
5／：

繍繍
5／‘

織灘
5／（

雛総
5/f

灘縦
5/1(

繍繍
5/12

繍繍
6／2

繍総
6／4

蛎灘
6／6

職繍
6／8

繍繍
6/10

繍撫
6/12

獺繊
7／2

'|搬蝋
7／4

聯蝋

口座振替

胤驚韓翻!i
口座振替

繍繍礁議擬
口座振替

輔
呼
孝
小
弊
４
＋
小
小
心
抄
小
中
小
や
唯
時
姉
小
寺
邨
悲

や
咀
哺
噌
叩
！
．
ｆ
呵
咀
叩
４
４
叩
唱
啼
叩
哺
訳
興
Ｉ
ｌ
弔
叩
咀
呼
ヂ

ー
ロ
Ｉ
Ｄ
ｉ
ｌ
１
．
１
１
１
８
屯
咀
呵
咀
叩
１
・
１
粕
国
別
叱
零
諒

鱗》雫騨》繍
繍
ロ
撫
口
瀧
口
蝋

口座振替

繍灘鴬撚｜
口座振替

繍繍鴬灘＃
口座振替

繍鱗購灘灘
口座振替

胤繍篇議繍
口座振替

鱸耀礁議繊
口座振替

繍鰯驚謝蝋
口座振替

繊騨鴬識蝋
口座振替

繍鱒鴬舗繍口
畑
掴
洲

座振替

繊鴬講繍
口座振替

臘鱗礁議職
口座振替

臘瀧騰議|鮒
口座振替

臓鱒鴬議職
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令和 4年 6月22日お支払明細書

拝啓毎度格別のお引き立てに預り厚くお礼申し上げます。
さて、左記ご契約のお支払い明細をご通知いたしますので下記のと
おりお支払いをお願い申し上げます。
尚、本書はご契約期間中お客様のお支払いと当社との照合資料とな
りますので、保管くださるようお願い申し上げます。

敬 具

東京都千代田区外神田4－14－1秋葉原UDX

B菰カーy始一主ﾆﾒｽﾞ獄云1会掻

四本康久

御中

(~琴~冥一詞
ファイナンスリース

．座振替の場舎
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契約番号 ■■■■■■■■■

契約期間
令和 4年6月21日から
令和 8年6月20日まで48ヶ月

登録番号
I■■■■■■■■■■■■■■■■

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■

お客様Nu
■■■■■■■■

■■■■■■■■

お問い合せ先 静1吋支店

電話番号 054-205-2641

担 当 者 ﾛ■■■■■■

口座振替委託会

I■■■■■■■■■■■

■■■■■■

■■■■■
■■■■■■■■

I■■■■■

■■■■■
■■■■■ ､
■■■■■

画数 年月分 方 法 支払.日 内 訳
お支払金羅

(円）

請 求

回 数

金 額 内 訳
笠 額 （円） 消費税(円）

税
率

備 考
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様式第1－1号

支 出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 坐一/／

経費項目 識f究費･研修費･広聴I蕊費・鶏辮誇鋤費･会議費･資料倫蹟･縣霜･事務費･事淘漬･人件費

内 容 新聞購読料（日本教育新聞）

年月 日 令和7年咄1I

日～令和 年 月 日 金 額 2,750円

目 的 県政･社会情勢に関

使 途 7年牛月 購読料
一

政務活動

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

両砺一呵市可三”庁
Ⅱ

シ搾電く

案分の理由

・全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,750円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支上 額(a×b)

2,750円



様式第1－1号

支出証 拠害

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 ￥一/Z

経費項目露．'修費･広臘嘩蹟･舞赫鞘蹴費･会議費･資料伸墳･資料購入費･事務費･事i翔濱･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年学月八日~令和 年 月 日 金 額
／〃

｡

〆〃 円

目 的

骸当項目に丸削

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内
その他調査（ 湾r合せ ･政務活動資料の整理．

使 途

骸当項目に丸帥 錐宿泊費駐車料その他

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗伏況などを確認する ◎

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

． 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ｸ▼
NEXrn

中日本

一一一

NEXCOLﾄl日本お客さまセンター
0120-922-229

‘登録番号：'1,4180001056169

料金所(白） 新富士
料金所(至） 新静岡
25年4月11H 9時26分

通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A59504-118364-820834 ⑬
※本禾|｣川証明書はETC利ﾉ|｣照会サーピ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/りん 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/t”〃 円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 ￥一/3

経費項目 調査研究費研修費広聴広報費雷調誇瀧潰会謹費資料'賊費噸墳事務費事淘漬人件費

内 容 撚員/VAVIP りざ

年月 日 入；年4月|乙日～ 年 月 日 金 額

目 的 犠圖粥勃に間据｝僻報いﾇ媒
使 途 炭/今、番
政務活動

県政との

関連性
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領収書金額(a)
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案分率(b)
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政務活動費支出額(a×b)

26.〃?円



求 書

圭
月

二
一
口

〒
東

目11番17号

式 会 社
中 英 弓

都〉

代表四本康久 様

登録番号;T7010401017486

2025年4月 8日発行一一

－

－

1／1

ゆうちよ銀行・金融機関・コンビニエンスストアのいずれの店舗からでもお支払いただけます。

ゆうちよ銀行（郵便局）・コンビニエンスストアからのお支払いの場合は、送金手数料は不要です。

下記取引銀行への振込手数料につきましてはお客様にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
【取引銀行】（当座預金）みずほ銀行青山支店0013161三井住友銀行長野支店0005986八十二銀行本店営業部2000858

（口座名義）ダイイチホウキ（力

006711-003355-002-002

)HK 10･2K01

§ R 請剪 § 3棄抵期日一 3審
雷

請謙書
＝

\26,400 2025年6月30B ■■■■■ 3190865

蕊$喝1醤 調凰 酉品 明細＝卸爾…抑一室一日一J用＝

2025/04/01議員NAVI PIus

一
分

月
月

４
３

０
０

年
年

５
６

２
２

０
０

２
２

2,200 12 26,400

(10%対象） 合計 26,400

(10%対象） 消費税 2,400

預り金 0

差引請求額 26,400



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 ￥一/勝

経費項目露･研修費･広臓醇蹟･鶏調誇嗣賃･会議費･資料伸墳･資料購入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 7年(f月峠~令和 年 月 日 金 額 /’〃 円

目 的

骸当項目に丸則

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内調整
その他調査（ ）

打合せ･政務活動資“整理．

使 途

骸当項目に丸帥 診宿潰費…その他
政務活動

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

q議会･委員会等質問のため、関係部局の事業･主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｸ▽
NEXrn

中日本

NEXCO中口本お客さまセンター
O120-922-229

謡録番号：T4180001056169

料金所(自） 新静岡

料金所(領） 新富士
25年 4月14日14時17分

通行料金 Y1,060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料余の消費税率は10％です。

取扱番号

A59504-148364-824734 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。

４
１
０
●
■
１
８
０
＆
●
■
■
ｑ
●
■
■
■
■
Ｂ
■
Ⅱ
■
■
■
０
８
■
■
■
■
■
■
■
《
Ⅱ
■
■
■
８
■
日
■
■
Ｉ
■
■
■
Ｉ
■
。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/"ん 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

／’ β〃 円



様式第1－1号

支 出証 拠書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

轄琿番号 単一ﾒj-

経費項目趣･研修費･広N紘報費･舞調誇嗣費･会議費･資料伸蹟･資料購入費･事務費･調濱･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 7令和 年(f月|官日~令和年月日 金 額 彦z－に0 円

目 的

骸当項目に丸ED

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内
その他調査（ 八

･政務活動資料の整理．

使 途

儲当項目に丸ED 鐸宿泊費駐車料その他
政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸則

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進渉伏況を元に、議会。委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

の 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

＜ﾛ貝↓Ⅸ書貝白1可イギジ11

',！ ご利用ありがとうございます。
■
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利 用 証 明 書

ｸ▼
NEX「、

中日本

ご利用ありがとうございます。

i利 用 証 明 書

グ▼鶚、
KEXCO中口本お客さまセンター NEXCO中日本お客さまセンター

0120-922-229 ！
察録番号：T4180001056169 1

0120-922-229

議録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士 ｜料金所(自） 新静岡
料金所(稲） 新静岡 i料余所(領） 新富士
25年4月15日 9時22分 125年4月15日17時1

通行料金 ￥1，060－1 通行料金 ￥1

7分

060

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 l i(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 l

※通行料余の消費税率は，0％です｡i※通行料余の消費税率は10%です。

A59504-158364-826035⑬慨麓58364-82683?
取扱番号

※本利用証明書はETC利用照会サーピ i ※本利用証明書はETC利用照会サーピ

iスで印字されたものです．スで印字されたものです。

･ 046i
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０
０
』
Ⅱ
日

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

Izの 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

_ユム2ﾉD円



、

様式第1－1号

支 出 証拠 書
①

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 四本康久）

I

轄理番号 ￥－/6

経費項目 調査研ﾀ蹟･研修費･広聴広報費･嬬陳饒翻費･会議費･鐸H鰔費･資繩静費･事務費．趣･人件費

内 容 事務所電気代 (午 月分）

年月 日 令和ﾉ叫月い~令和 年 月 日 金 額 ‘？'戸 円

目 的

使 途

関連性

－

く領収書貼付枠＞

案分の理由

政務活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

|う81？ 円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

も河 円



ＪＨＦ■‐。Ｐ■ＦｈＰ８■■Ｊ８８ｋｒｈ■ＬＨｈｎ，ｊ込０匹■ｐ仏画口叺ＤＦＬ○ロー烏川Ｗ‐Ⅱ〃ｗ，雷Ⅳ隣＆ｈＦ１庁渉ｌ‐八いｌ曜〆●トー門【掴ｒ山凹凹ｌＩソＬｙｌドレｒ』卜庁恥‐ｆい帆１ｍ〉‐抄●ｌＬｐ川！■ＪｂｌもⅢけｒ■Ｆ１■ｒｌｂ？９曲■■０１７－叩邑ｈＪｈｒｏ１Ｌｊｌｆｂｐ，ＩＩｂＩＩｊ０１Ｊ１ｊｔｆｌ１０ｌＩＩＩＩＩ５ＪｈＩｌｊＩｌｌ８ｌＩＩＩ

(A)電気料金等郵便振替払込金受領証(領収証）

1

え〕

B1W穂袖’"桃色

r好.蝶/も

’
１
１
１
．
１
１
‘
１
１
．
１
１
１

(A)電気料金等郵便振替払込金受領証(領収証）

社
え）

髪’ 00150 4 9 ■■ 167
加入

者名

東京電力エナジーパートナー

株式会社

牛 月 分 払

蕊灘熱議
込 金

灘灘蕊
額

識溌驚
うち消費税等相当額円

653

ご契約

4kW
｜ ’

戸 数 力車又はﾏｲ
ｺﾝ割引轆率

ご使用量kWh

I

129

コードうち精算金額円

お名前変更
月 円

ご使用期間3月10日～ 4月 8日｜ご契約変更 月 日

ご
使
用
場
所

ご
契
約
名
義

富士宮市
北町

15番(地） 1号

棟 号

ヨツモト ヤスヒサ シﾞムショ 様

お支払人氏名’ ヨツモトヤスヒサシ･ムシヨ様L

お 支 払 期 限 日

９
《

驚坪群畔群貼詫浄
鐸”が呼韓鶴
如
詳
叡
轟
鐸

謹釧総識虻

蕗手月酔
５
謡
《

蕊

鐺'唖吋 出
ん
３
球
す

や
・
綴
舞
峠
請

誘
溌
鐙

甥
弥
蒜
糞
土
乏

郎
霞
一
品
Ｆ
・

上記お支払期限巳を過ぎた場合のお支払いは、コンビニェンス

･ストアにお願いいたします。
－－

地区番号 08

お客さま番号 ■

ご契約

種 別

■■■

低圧電力

お問い合わせ先
÷

ｽタﾏｰｾﾝﾀｰ 0120－995-001(代）

口座

番号
00150 ■■ 9 ■■ 167

加入

者名

東京電力エナジーパートナー

株式会社

ｌ
串
貼
『
“
躁
叡
炉

撚や
ｑ
ｆ
Ｉ
・
津
守
．
愛

卜溌 ガ月年

１
閂
Ｆ
‐
公
印
‐
哩
己 蕊

△ 金
蝿?,牛,1志-F,-,寧哩

灘蕊

額

認溌
うち消費税等相当額円

602

ご契約

40A
I ’

戸 数 力奉又はﾏｲ
ｺ測引対醗串

ご使用量kWhコードうち精算金額円

190

お名前変更
月 日

ご使用期間3月10日～4月8日｜ご契約変更 月 日

ご
使
用
場
所

ご
契
約
名
義

富士宮市
北町

15番(地） 1号

棟 号

ヨッモト ヤスヒサ シﾞムシヨ 様

お支払人氏名I ヨツモトヤスヒサシ･ﾑｼﾖ様
お 支 払 期 限 日 溌溌皇蕊蕊灘欝蕊

上記お支払期限日を過ぎた場合のお支払いは、コンビニエンス

・ストアにお願いいたします。



様式第1－2号

支出証 拠 書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 芋一/7

経費項目 調査砂費・研修費

内 容 塞麟鰄禰城了が老乙鍬昇会萱
年月 日 〆年4月/7日～ 年 月 日 金 額 ク

→
、
Ｊ
Ｊ グひ 円

会の趣旨．

目 的

仇ふい駐瀦ｳ測受金_し参参姉2j診乞溺為
側/嗣駒看蝿型11零考-すろ。

会の活動

内容等

|､/a極吻のzえ毒の項耐疹､瀦擢参の關他

聖_葬弟J二節当初極』窃奏
政務活動．

県政との

関連性
伽ぅ獅彦っ血 z後ら小た椿報篝珍妙鐸

方騨及支せ言。

に

四本 康久 様

領収証

金 3，000円

2025年 4月 17日

但し、令和7年度ななくさ会年会費として上記正に領収したしました。

食育ボランティアななくさ会 会長■■■■■■(印影省略）

案分の理由

(こ

み

領収書金額(a)

jo" 円

案分率(b)

／

/"ロ ％

政務活動費支出額(a×b)

Jle'0 円
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０
Ｆ
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１
１
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Ｉ
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１
１
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ｆ
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岡
Ｆ
Ｉ
Ｉ
１
９
Ｉ
ｌ
・
１
０
‐
Ｆ
Ｉ
Ｉ
甲
？
‐
Ⅱ
肘
‐
卜
呵
ｌ
８
４
Ｌ
‐
Ｔ
１
ｈ
Ⅲ
ｆ
ｒ
ｒ
肝
い
●
ゴ
咄
〃
汎
ｎ
Ｊ
Ｊ
０
旧
岡
限
叶
輯
１
Ⅲ
以
璽
札
押
囲
轆
引
押
＆
〃

j弱富士宮市食育ボランティアななくさ会

(名称）

第1条 本会は、富士宮市食育ボランティアななくさ会と称する。

会則 本会に次の役員をおく。

1．会 長 1名

2．副会長1～2名

3．書記

4．会計

5．広報

6．会計監査

会長、副会長は役員会で選出する。

ｑ
０
１
１
ｈ
俳
町
ｆ
山
Ｂ
‐
‐
１
Ｆ
い
ぬ
Ⅶ
１
凸
１
冊
Ｐ
Ｎ
Ｌ
リ
‐
川
γ
削
胴
‐
Ｉ
恥
引
肋
１

(事務局）

第2条 本会は、事務局を富士宮市保健福祉部健康増進課におく。

(目的）

第3条 本会は、地域の自主壼動を促進し食生活改善を高め、健康保持増進に寄与する。

Ｈ
‐
帥
叩
別
。
、
和
解
咽
Ｈ
２
哨
判
Ｊ
ｆ
や
‐
ｆ
■
秘
埋
け
銀
Ⅷ
ｒ
辻
叩
１
Ｊ
即
即
出
陣
Ｊ
Ｆ
仙
洸
叶
即
ｒ
Ｐ
甲
Ⅱ
ｒ
叫
咋
“
ｑ
馴
帥
釦
Ⅷ
即
刷
醐
川
制
岫
剛
肌
夙
胴
咽
銅
用
Ｔ
恨
同
四
円
印
伺
潤
荊

(事業）

第4条 本会の運営を円滑に行うため顧問および相談役若干名をおくことができる。

顧問および相談役は会長の賠問に応ずると共に本会の運営に関し意見を述べる事が出来る。

相談役は役員選出の任務を兼ねる。

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1．食生活の改善の研修ならびに講演会の開催。

2．栄養に関する鯛査研究。

3．地区活動を活発化し、食育の普及、啓発に関する事業。

4．その他本会の目的達成に必要と淫める事項。

この事業を推進するために班を編成し班長および副班長をおく。

(任務）

第12条 役員の任務は次のとおりとする。

会長は、本会を統括し代表する．

会長は、役員会の蟻長を務める。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠席のときは副会長のうちから

互選により会長の職務を代行する。

書記は、会務（定例会や伝達活動等）を記録する。

・役員会難事録を作成する。

上記議事録は、会長の検印を受け、所定のファイルに保管、管理する。

会計は、会の出納事務を処理し必要な書類や物品等を管理する。

年度初めに収入支出予算を作成し、年度末に収入支出決算報告を作成し会計監杏を受け、

総会に報告、承麗を得る。

広報は､会報の発行や伝達活動に必要な資料の作成等を通じて、会の方針。考え、動き・

状況、話題等を会全体に共有化させ、会員の連携、組織の強化を図る。また、会の活動

が広く市民に周知されるよう賭活動を記事として市の広報紙やホームページ､新聞社に

提供、掲載してもらう等の広報活動を推進する。

会計監査は会の会計監査を行い、その結果を総会に報告、承露を得る。

役員は、会長および副会長と綿密な連絡のもとに事業を推進する。

１
２
３(会員）

第5条 会員は、富士宮市が実施する食育ボランティア養成講座の修了者及び食生活改善に

熱意を持つ者で、この会の目的に賛同し、次条の入会手続きを経て入会した者とする。

会員は、本会の活動を個人の政治。宗教・経済活動に利用してはならない。 4

(入会）

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を

得て、会長が入会を淫める。

5

(会費）

第7条

6

会員は、別に定める年会豊を納入しなければならない。

年会費は総会時に納入し、年度の途中で退会・休会しても返金しない。

年度の始めから1年間休会する場合は、年会費の納入は不要とする。

毎
回
昭
軸
剛
酎
墹
引
鼎
刷
冒
隅
田
四
Ⅱ
局
舶
侯
晒
ぶ
り
や
１
個
喝
ザ
リ
目
乃
Ｊ
Ｉ
６
ｕ
１
卜
仙
Ｆ
１
ｔ
ｌ
帥
，
グ
ー
・
山
口
ｉ
ｆ
啄
即
砂
叩
Ｔ
ｒ
Ｆ
が
守
馴
‐
ｄ
Ｊ
６
ｈ
州
咄
１
期
馴
即
而
間
別
叩
開
い
り
ｆ
旧
側
個
角
即
肌
ｎ
Ｍ
い
必
Ｖ
忠
寺
僧
腓
訂
閥
廿
川
合
唾
で
■
守
り
Ｇ
０
４
Ｈ
９
牌

７
８

(休会）

第8条 会員は、自身の病気や家庭の事傭等により会員としての活動を休止したい場合、

休会届を会長に提出し、役員会の承認を得て、会長が休会を認める。

年度の始めから休会する塙合は、2月末日までに休会届を会長に提出すること。
I(役員の任期）

|"，｡≦鰻醐蹴鰯を離鑪;蝋鷲野…局。
＃ 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは引き続いてその職務を行うもの
f

とする。
；

'1(会麓）

i露!“桑会議'ま、縫会､役員会および斑長適鵜会とする。総会および役員会は、各々1／2以上の会員の出席により成立する。

総会および役員会の議事は出席の過半数によって決し、可否同数の時には
議長が決する。

14

(退会）

第9条 会員は、退会する場合、退会届を会長に提出し、退会することができる。

また会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

本人が死亡したとき。

会費を期日までに納入しないとき。

会員としてふさわしくない言動があり、役員会で退会が相当と決繊され、

会員本人に通知したとき。

１
２
３

13



(総会）

第15条 総会は、年に1回開催するものとし、会長が招集する。
ただし、必要あるときは臨時に開催できるものとする。
総会の繊長は、出席者の中から選出する。
総会で議決する事項は次のとおりとする。
1．規約の改正

2．役員の選出および承麗
3．事業報告および事業計画の承麗
4．収支報告および予算計画の承麗
5．その他総会において必要と漣める事項

(役員会）

第16条 役員会は、会長が必要の都度、招集する｡
役員会は、本会の事業の運営に関する事項を決蟻する。

(班長連絡会）

第17条班長は会員の互選により選出する。班長は班長連絡会に出席し、班活動を推進する。
羅羅蚕は姦員と班長(欠席の場合は副班長)で構成し､会長繩皐蝿。
班長連絡会は、役員会の決蟻事項の共有化や班からの意見聴取を図るなど本会の事業
を円滑に運営するための楕報共有化の場とする。

(蟹幾轄及び役員会の讃事については､繕事録を作成する。

山
尾
晩
．
γ
座
臥

１
●
ｆ
１
ｒ
戸
５
Ｌ
＃
雲

肝
瞬
篇
７
や
脾
‐
呼
窄
倒
玲
Ｉ
、
Ⅳ
４
ｒ

(経費）

第19条本会の経費は、会愛その他の収入をもってあてる。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び収支報告）

第20条会長は、毎事業年度終了後1カ月以内に事業報告書、収支報告書を作成し、
よび監壷を経て、総会の承麗を得なければならない。

Ｊ
４
１
挺
，
‐
一
‐
ｆ
ｆ

役員会お

(会報）

第21条会報は、必要に応じて発行する。

この会則は平成30年(2018)4月19日から施行する。
平成31年(2019)4月17日改正
令和4年(2022)4月20日改正
令和5月(2023)4月20日改正

富士宮市保健福祉部健康増進課長
静岡県富士健康福祉センター医療健康課長

(付則）

(顧問）

(相醗役）富士宮市食育ボランティアななくさ会役員経験者から選出する。

厩てき憂－噸↑ 会員の研修旅費については実費を会より負担する。
2．会員が死亡のとき、香典料5,OOO円とする。

3．中途加入会員の会費は役員会において協議する。

15

班

1班
６
人

２
班
６
人

３
班
６
人



様式第1－1号

支 出証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 ￥－/〃

経費項目密･研修費･広卿騨蹟･要識瀞鱸籟･会議費･資料{賊費･資f購入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査
l

年月 日 令和
1 年午月ZZ/日へ令和年月 日 金 額

Z_IZ_O
円

目 的

骸当項目に丸ED

部局事業ﾋｱﾘﾝｸ･地元要望燭調査･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理・
その他調査（ ）

使 途

儲当項目に丸印） 交濯･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

9 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗伏況などを確認する。

・確認した事業の課題内容やi錐伏況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う 0

く領収琴占付枠＞

■
■
■
Ｂ
■
■
□
■
■
凸
■
ｌ
け
邑
巳
二
８
５

ｑ脾脚旧旧に旧Ｉ■・・Ｉ■・ロⅡ■ロｐ０１ＤｐｉＵＤ４０ｑｄ惜旧旧胆順旧旧佃、狛旧脂に脆旧旧他梱Ⅲ旧い附岬旧い陪旧、、が叩Ⅲ順鵬Ⅲ旧い加川脹胆肥Ⅲ胆岬岬Ｍ旧いいい旧旧、０１■

ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｸ▼
NEX「、

中日本

NEXCO中口本お客さまセンター
0120-922-229

鞍録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士

料余所(領） 新静岡

25年 4月22日14時4 9分

通行料金 Y1,060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料余の消費税率は10％です。

取扱番号
A60504-223643-187837 ⑬
※本利用証明書はETC利用照会サーピ
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スで印字されたものです。

■
■
Ｕ
■
■
ロ
Ⅱ
Ｕ
■
■
ロ
Ⅱ
８
６
■
凸
Ⅱ
Ｕ
ｂ
■
。
■
■
巾
も
０
■
Ｂ
ｄ
ｂ
凸
■
■
■
■
８
口
日
■
■
・
■
Ｕ
■
■
ロ
Ⅱ
Ｕ
■
■
ロ
Ⅱ
■
■
■
』
Ⅱ
■
■
■
ロ
Ⅱ
■
■
■
』
Ⅱ
■
■
■
・
■
■
■
■
ロ
Ⅱ
Ｕ
ｅ
ｂ
▲
Ｉ
ｇ
Ｇ
■
二
Ⅱ
■
■
●
■
■
■
■
■
二
Ⅱ
■
■
■
二
Ⅱ
■
●
●
《
Ⅱ
■
■
■
ロ
Ⅱ
■
■
■
』
Ⅱ
■
■
■
』
Ⅱ
■
■
■
８
■
８
０
日
。
■
８
■
■
《
Ⅱ
■
■
■
《
Ⅱ
■
■
■
《
Ⅱ
■
■
■
』
Ⅱ
■

ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｸ▼
NEXE回

中B本

NEXCO中口本お客さまセンター
0120-922-229

蓑録番号：T4180001056169

料金所(自） 新静岡

料金所(-fE) 新富士

25年 4月22日17時40分

通行料金 Y1,060-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料余の消費税率は10％です。

取扱番号

A60504-223643-188538 ⑬
※本利用証明書はFTC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

Z IZ－o 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ユ{シ0円



様式第1－1号

支 出証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 坐一'9

経費項目霧･研修費･広聴広報費･要諦樵諦積･会議費･資料|賊費･資料購蹟･事務費･率濱･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和 7年岬乃日~令和 年 月 日 金 額 ｺｰIZ－0 円

目 的

(該当項目に丸帥

部局事業ヒアリング・地元要望活動
その他調査（

調査･会派内鍵打合せ･政務活
ノ

動資料の整理．

使 途

絃当項目に丸ED 毫夛宿泊費駐車料その他
政務活動

県政との

関連性

(該当項目に丸帥

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

○会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う 0
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ご利用ありがとうございます。 ご利用ありがとうございます。

利用証明書i利用 証明書

ゴ▼黒に。 三V鰐に。
KEXCO中日本お客さまセンター NEXCO中口本お客さまセンター

0120-922-229 ! 0120-922-229

番録番号:T4180001056169 議録番号：T4180001056169

1料金所(自）料金所(自） 新富士 新静岡
料金所(歪） 新静岡 i料余所(領） 新富士
25年4月23日14時36分 125年4月23日22時77分

凸
争
１
８
■

通行料金 ￥1，060－i 通行料金 ￥1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 l i(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料余の消費税率は10％です。 ！※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A60504-233643-189139⑬畷議33643-189733
※本利用証明書はETC利用照会サーピ i ※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。 i スで印字されたものです．
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ヌーに0 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

Z_p/C円



様式第1－1号

支 出証 拠 害

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 チーュひ

経費項目 霧確費広紘報費識情報鱸会議費資料艤潰資料'鑛事溝費喜諦潰人僻費
内 容 県庁にて調査

年月 日 令和ク年灸月zヶ日~令和 年 月 日 金 額 Z-12－o 円

目的

骸当項目に丸削

部局事業ヒアリング・地元要望活動調査・会派内
その他調査（ 鐸打合せ・政務活動資料の整理．

使 途

骸当項目に丸帥 嘩宿泊費駐車料そ"他
政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

･ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

③ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く領反書貼付枠＞

’
’

Ｉ

I

ご利用ありがとうございます．

利用証明書

ｺ▼
NEX亡□

中日本

KEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：'1,ｲ]80001056169

料金所(白） 新富士
料金所(至） 新静岡
25年4月24H13時4 3分

~壼存詞蚕一-F~1~ 5~5~5~=

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

一一
亜印雫

ご利用ありがとうございます．

NEXに□

NEXCOLI｣日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：'I,4180001056169

料金所(白）

料金所(至）

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

※通行料金の消費税率は1 0％です。

取扱番号

A60504-243643-190334⑬畷繭3643-｣90730
※本利ﾉll証明書はETC利川照公サーピ！※本利川証明書はETC利川照公サービ
スで印字されたものです。 1 スで印字されたものです。

ご利用ありがとうございます．

｜利用証明書
ごV畷匡。

NEXCOLI｣日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：'I,4180001056169

1料金所(白） 新静岡
｜料金所(至） 新富士
i25年4月24H17時16分

1

'--蔬罫蚕一一幸~1~75~5~5~=

I(ETcﾙｼ．,卜） 車種］
i※通行料金の消費税率は’0％です。

1取扱番号

⑬!A60504-243643-190730
1※本利川証明書はETC利川照公サービ

1 スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

Z－I ･Z.D 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

久l聾0 円



様式第1－1号

支 出証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

鑿理番号 ￥－2／

経費項目趣･珊彦費･風紘籟･要諦襟諦積･会議費･資料ｲ賊費･資*購入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和7年叫月zﾀ日~令和 年 月 日 金 額 ユーIZ=o 円

目 的

骸当項目に丸帥 部局事業ﾋｱﾘﾝｸ地元雲薑活動調査会派内鐸打合せ政務活その他調査（

動資料の整理．

使 途

骸当項目に丸ED 鐸費宿泊費駐車料その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸剤

・議会･委員会等質問のため、関係部局の事業。主要施策等を確認する。

・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

］会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。
く飼梗書貼付枠＞ |r..~..~..一.－．.一・.~..~..~..~..~…~..~…~..~..~..~‐

I ご利用ありがとうございます。
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利用証明書

ｺ▼
NEXに口

中日本

NEXCOLP日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号：'1,4180001056169

料金所(白） 新富士
料金所(至） 新静岡
25年4月25日 8時52分

通行料金 \1,060

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A60504-253643-191331 ⑬
※本利川証明書はETC利川照会サービ
スで印字されたものです。
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ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ｸマ
NEXrn

中日本

KEXCOLI｣日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:'1,4180001056169

料金所(白） 新静岡
料金所(至） 新富士
25年4月25hl7時50分

通行料金 \1,060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10%です。

取扱番号

A60504-253643-191737 ⑬
※本利川証明書はETC利川照会サービ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

Z一いん 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ユ12ﾉ0円



様式第1－1号

支 出 証 拠書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本 康久）

整理番号 ゲーュZ

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･薪猟誇瀧犢･会議費･資料{賊費 事務費・事翻漬･人件費

内 容 新聞購読料（静岡・朝日・岳南朝日・富士ﾆｭｰｽ・農業新聞） 今月分

年 月 日 令和7年姉z左白~令和 年 月 日 金 額 12,357円

目 的 県政・社会情勢に関する情報収集

使 途 令和7年粥購読料
政務活動・

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収書貼付枠＞

静岡新聞 3,300円

朝日新聞 4,000円

岳序潮日新聞 977円

富士ﾆｭｰｽ 980円

農業新聞 3,100円

合 計 12,357円

''07-04-2512001 *,2,3う7ﾚﾝﾌ､‘ﾝ外イ ’

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

12,357円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

12,357円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・四本康久）【し1月分】

く領反書貼付枠＞く領反書貼付枠＞

『

轄理番号 芋－23

区分 前回給油(領収琴占付分)A 今回(直近の)給油B 総走行足醗 C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行慨難(km)

※損反書による充当方式

｡積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行M"01m)/総走行距離（上記c)(m)

(ず読当限度割合による案分:領収書金額(円）×充当限度割合

走行距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 四本康久

案分の理由

政務活動と私用で案分

頑収書金沼貝(aノ

ﾕｰうｸz－7 円

案分率(b)

/昏一

％

J攻濫Y古重り費支出韻(a×bノ

//ヶ〃‘ 円
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静岡県静岡市葵区昭府2-30-7
TEL:054-266-7581
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ト

壷番号:13080001003999T／Ll

440Z

080101011302
E)19204

.EL:Ut

登録答
)025/（

1

1

レギュラー
021000 ￥4820

26.63L @181.OL-6N-16
割引適用(022900）
3円/L個割引済み

000260

21.86L @183,
一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝一一

小計
(10%対象
内消費税
合言十
お預かり￥10000J
上記にて領収書とさせ
Vﾎﾟｲﾝﾄ:基本P

特別P
今回計

利用Vポイント
利用可能Vポイント
本日付与されたポイン
目以降に反映されます．

￥4000

@183.0L-5N-13

￥4,000
￥4,000

￥364）
￥4〃000

\10000 お釣 ￥6000

1
1

レギュラー
021000

27.32L O183.0
割引適用(022900）
3円/L,個割引済み

￥5000
L-2N-4￥4,820

癌対象 ￥4,820

蹴挫熱譽鍔”
Ⅶ1．ｲﾝﾄ:基本P
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V11｡ｲﾝﾄ:議屑 旧

■；今回計
利用Vポイント
利用可能Vポイント
本日付与されたポイントは2～3日
目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、Vボイントカードにポ
イントが加算されないことがありま
す。詳細はtsite.jpにて
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2025/04/15 1

I

‐詠酢I

No.2900

POS番号01

ご確認~Fさい。
当日給油レシートで
ドトール単品ドリンク

※当店のみ、発行当日のみ有効。
1杯30円引き（セットを除く）

お'人樵'回鯉珊とぼりまず
2025/04/04釣銭伝票No.g331
－~一ーー一一一一-一一一~＝室三一一一--,一男二二二二ニニニニニニー二二一一一一一一一＝心一一一一一一.‐･_一 ・ユ今一一一一＝ニーーーーー一一

耐llllllllllllllllllllllllll

4

1

d縮>田レン
トール単品
W30円引
当店のみ、
1火糯1回

J41Z

番号［
I

I2025/04/10
！
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白星ヨニ需亘努請j－ 一
EneJet昭府町SS
静岡県静岡市葵区昭府2-30-7
TEL:054-266-7581

登録番号:T3080001003999

白星ﾖｰﾎ曾篁努嘉)－－‐
EneJet昭府町SS
静岡県静岡市葵区昭府2-30-7
TEL:054-266-7581

登録番号:T3080001003999
2025/04/25(金)17:18

’
’

｜

’
’

｜

’

レギュラー
000260 \4910

27.43L @179.OL-3N-7

小計 \4,910
(10%対象 ￥4,910
内消費税 ￥446）
合言十 \4.910
お預かり ￥500O お釣 ￥90
上記にて領収書とさせて垣きます

レギュラー
000260 ￥4999

27,77L @180,OL-3N-7

小計 ￥4,999
(10%対象 ￥4,999
内消費税 ￥454）
･合言十 \4..9Sg
お預かり\10000 お釣 \5001
上記にて御Ⅸ書とさせて頂きますＰ

Ｐ
Ｐ
Ｐ

Vﾎﾟｲﾝﾄ:基本P
特別P
今回計

Vﾎﾟｲﾝﾄ:基本P
特別P
今回計

利用Vポイント
利用可能Vポイント
本日付与されたポイント

Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ
日蝿職＃緋『ﾝ卜照：

利用Vポイント

目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、Vポイントカ,一ドにポ
イントが加算されないことがありま
す。詞佃はfS.ite.j|ipにて
ご確認下さい。
毎度ありがとうございますl

專騨穂熟能に，

証~2~＝3

目以降に反映されます。有効期限切
等の理由で、Vポイントカードにポ
イントが加算されないことがありま
す。詳細はtsite.jpにて
ご確認下さい。
毎度ありがとうございます。
もう、ご存知でしょうか？
EneKeyのご利用で
スピーディー、簡単給油が可能に1
営業時間7時～22時
No.4576 担当:0090昭府町SS
POS番号01
2025/04/25鴎'…‘No.1708 担当:0090昭府町SS

POS番号01
2025/04/20



様式第1－1号

支 出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

轄理番号 jL-ﾉテ

経費項目趣･研修費．広り師報費･需調誇嗣債･会議費･資粥昨励漬･資繩鴬入費･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和1年叶月ﾗ0日~令和 年 月 日 金 額 Z__IZe 円

目 的

骸当項目に丸帥

部局事業ヒアリング･地元要郵動調査･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理・
その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸帥 零費･宿泊費･駐車料･その他

政務活動・

県政との

関連性

骸当項目に丸Em

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する 0

Q地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。
・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く領収書貼付枠 ＞

Ｉ
■
■
ｌ
■
凸
■
■
■
■
ｂ
■
Ｉ
■
■
■
ｌ
■
Ｑ
ａ
Ｉ
Ｕ
０
６
１
Ｕ
●
■
Ｉ
■
８
■
▲
■
■
■
ｇ
０
Ｕ
ｐ
６
１
Ｈ
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
Ｉ
■
■
０
８
口
■
Ｉ
■
■
■
１
０
０
回
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

｜

’

ご利用ありがとうございます。

利用 証明 書

ｸ▼
NEXEn

中日本

NEXCO中口本お客さまセンター
0120-922-229

鞍録番号：T4180001056169

料金所(自） 新富士

料令所(f) 新静岡
25年 4月30日13時4 1分

通行料金 Y1，060－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料余の消費税率は10%です。

取扱番号

A61504-300902-766135

一！’

⑬
※本利用証明書はnTC利用照会サーピ
スで印字されたものです。

曲｡－ 時■ー■○一■早一｡■ー■甲一 ■○一■申一■■－■由

’

０．■Ⅱ８０■・日日■ａｌＵ０ＢＩ８■ｇｌＵＢ■Ｉ９４ｑｌ■■■・Ｂ６６ＱｌＵ■■ｌ■Ｌ９０ＵｄｄｌＵ０Ｕ・Ｉ■。■Ｉ■■凸１１■■ｌ■■■Ｄ■Ｂ■■ロⅡ■■■■■■Ｂ■ロⅡ■■■１５合ＰＣ■Ｕ■■Ｉ■Ｂ■■日日ｇ■Ｉ■■１１■■■Ⅱ９０■■■■■■Ⅱ■ＢＢｄ■Ｕ』

ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｺ▼
NEXED

中日本

NEXCO中口本お客さまセンター
0120-922-229

叢録番号:T4180001056169

料金所(自） 新静岡
料金所(稲） 新富士
25年 4月30日19時2 1分

通行料金 \1,060-

(ETCルジット） 車種 I

※通行料余の消費税率は10％です。

取扱番号

A61504-300902-766739 ⑬
※本利用証りl書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。

』 046

『■■ロー■■■Ｉ■■巳。Ⅱ４■■ＩＵＵｐ』Ⅱ■■■Ⅱ■■■▲Ⅱ■■■Ⅱ■◇◆■凸■■■Ｉ■■■■■６－■■ｌ■■６１■Ｂ■Ｉ■■■且■■や各■且■■■ⅡＵＢＢＩＵ■ＧＩＵ■●凸凸■■■ｌ■■■１０■■０８■０８口■■凸ｌＵＢＤ０Ⅱｇ■ａ■■●８１８０６口■８９■ＩＵｐ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

>IZ-0 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

Z_1Z/O 円



様式第1－1号

聿白

支 出 証 拠

整理番号

経費項目 詞鋼嶺研修費広聴広報費覇辮郭鱸会議費熱傾籟 事務費調漬峠

内 容 新聞購読料（しんぶん赤旗日刊・日曜版） 今 月分

年月 日 令和7年4月ﾁ0日~令和 年 月 日 金 額 4,487円

目 的 県政・社会情勢に関する情報収集

使 途 令和7年Y月購読料

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収書貼付枠＞

両;“

四本康久様

新闇.雄華楽 税率部数金額(税込）

円干l1｢1,ん第ん赤旗| 8% 1 3,497

｢1,ん第ん赤旗｜日曜版 8％ 1 990

鵠赤旗
2025年4月分

4,487円(税込）
(取扱先）

日本共産党東部地区委員会
〒410-0312沼津市原698-1

TELO55-968-7150
FAXO55-968-7155

1

L

8%対象 4.155円(税抜） 消費税 332円

,､咄針彙 0円(税抜） 消費税 0

品烹樵

円

中央委員会 登録番号T2700150120822

司
1

」

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,487円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,487円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

整理番号 ￥－1ら

経費項目 調罰暁費･研修費･広聴広報費･鶏調靜嗣潰･会議費･資料作成員事務費・調T費･人件費

内容 新聞購読料(公明･聖教新聞)テ 月分

年月日 令和7年4月70 日～令和年月日 金額 4,204円

目的 県政・社会情勢に関する情報収集

使途 令和7年\月購読料
政務活動．

県政との

関連性

県政・教育等の情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収書貼付枠＞
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,204円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,204円



様式第1－1号

支 出 証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・四本康久）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当薦に記入すること。

整理番号 ￥－27

経費項目 調罰暁費.研修費.圃紘鱸.鶏繍靜篠曠.会議費.資料作成費.資繩瀞費･事務費･事諦費･灰碩

内 容 事務員の雇用（チ月分）

年月 日 令和 7 年q'月｜日～令和ク年4月和日 金 額 /7〃'汐円

目 的

使 途

関連性

く領収書貼付枠＞

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

須反書金額(a)

/7辰沙勺 円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/jgz"〃円



ｦ0時間×'’'00円

恥寺間×,,,00円

2今時間×1,100円

弓6 時間×1,100円

Z今時間×1,100円

令緬ﾉ隼
氏名 支払額 領収印

午 月

■■■■ロ

■■■■

■■■■

■■■■

－－■

ろオ〃円

5瑠仰 円

‘16と卜"アワ円
へ

3?6"'円

2(兵"ﾜ円
、

■■
■
■
■



様式第1－1号一

支 出 証 拠

聿冒

ム 議員氏宅

轄理番号 ￥－23

経費項目 調査研究費･"修費．広り諏燕費･要隷襟諦蹟･会議費･資料侑媛･資料購磧･稟議･事諦漬･人件費

内 容 擢湯毫擁峡嗣料（ﾕ盛4月命）
年月 日 ク年紳／日～7 年 午月ｦo日 金 額 祭3/3円

目 的 一一

使途 一

政務活動・

県政との

関連性

一一

く領収書貼付枠＞

支fIA/も試認

'07-06-0212001 ＊10,4291卜"コモケイヌイ ’

10判外①

陶怜／愉仰功門峨挺M－"7洲)､－②
あ泓人桝少'ﾉ詞卑''3判ユ"R

IT-ﾀｲ祁値ｻｰcz と”同

あん("､圭一脾ｻ糾州剃紬円
涌刎人朏クサ/､h/<仙寧|ろ’一伽同

※減務潅勧萱擁季対象領菫(の9)＝ 1637

識
綿 理由

〃即隅

領収書金額(a)

ｌ
』
も
■
Ｆ
ｒ

7ﾙｦｸ 円

案分率(b)

吟

％

政務活動費支出額(a×b)

祭3/〃 円



（ 1／ 1ページ)d6Como日頃、ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊

ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（NTT東西の加入電話等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。
なお、社団法人電気通信事業者協会から1番号当たりの費用（番号単価）が公表されています。

鍵驚鵜識灘鍵 驚繍灘識
蕊溌嬢鰯

…

《!“

…
唾M皿測毎蜂倉夢垂考堆

謹鐸 海二別…………”吟………

9…一露鋤…二……認…蝿

蕊
ご利用期間（4／1～4／30）

◇基本使用料等（計）
6,650

6,650 5Gギガホプレミァ 3G日超 合 算

6,350 (内訳）5Gギガホプレミア

300 (内訳）spモード利用料

0 (参考）高速通信ご利用データ量は 18．1G 合 算

◇通話料・通信料（計）
1,808

108 5G.SMS通信料 4月ご利用分 合 算

1,700 かけ放題オプション定額料 合 算

◇その他ご利用料金等（計）
1,023

300 留守番謎話サービス利用料 合 算

一 ／200
『

あんしんセキュリティ利用料 合 算

(除タ -）ノ500 ケータイ補償サービス〈500円コース） 合 算

、－－ 、

ノ400 あんしん遠隔サポート利用料 合 算

(-380 あんしんパックモバイル割引 合 算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご請求となります 合 算

1 電話リレーサービス料／基本 1番号あたり1円のご請求となります 合 算

◇消貴税等相当額（計）
948

948 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計x10％

◇合計
10,429

10,429 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

O継続利用期間は、4月末で 25年1か月となりました。

○ポイントのお知らせ

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 goptです。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 9，481円です。）

※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。




